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新潟県市町村総合事務組合訓令第 3号 

事務局 

 新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程（平成 28 年訓令第 2 号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和 3年 8月 16日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 小 林 則 幸    

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ ～ ⑶ （略） 

 ⑷ 人事評価記録書 人事評価の対象とな

る期間（以下「評価機関」という。）にお

ける職員の勤務成績を示すものとして、区

分及び職位に応じて別表第１に定める様

式をいう。 

別表第１（第２条関係）その１ 

 人事評価記録書（管理職） 

 （略） 

別表第１（第２条関係）その２ 

 人事評価記録書（監督職） 

 （略） 

別表第１（第２条関係）その３ 

 人事評価記録書（一般職） 

 （略） 

別表第１（第２条関係）その４ 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ ～ ⑶ （略） 

 ⑷ 人事評価記録書 人事評価の対象とな

る期間（以下「評価機関」という。）にお

ける職員の勤務成績を示すものとして、職

位に応じて別表第１に定める様式をいう。 

 

別表第１（第２条関係）その１ 

 人事評価記録書（事務局次長、課長、参事） 

 （略） 

別表第１（第２条関係）その２ 

 人事評価記録書（課長補佐、副参事、係長） 

 （略） 

別表第１（第２条関係）その３ 

 人事評価記録書（主査、主任、主事、専門員） 

 （略） 
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 人事評価記録書（再任用職員） 

 

 

別表第１（第２条関係）その５ 

 人事評価記録書（会計年度任用職員） 

 （略） 

別表第２（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条関係）その４ 

 人事評価記録書（会計年度任用職員） 

 （略） 

別表第２（第４条関係） 

 

 

 

 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

1

①

②

2

①

②

3

①

②

4

①

②

5

①

②

③

④

【全体評点等】

氏名：

人事評価記録書（再任用職員）　　　－　新潟県市町村総合事務組合　－

評価期間 被評価者

期末面談 １次評価者 所属･職名：

所属： 職名：

氏名： 確　認　日　：

（コメント：必要に応じ） （所見） (評点)

２次評価者 所属･職名： 氏名： ２次評価記入日：

氏名： 　 １次評価記入日：

業務に必要な知識・技術を習得する。

情報の整理 情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

知識習得

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

責任感 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

業務に必要な知識を身に付ける。

（Ⅰ　能力評価）

評価項目及び行動／着眼点
自己申告 １次評価者 ２次評価者

（任意）

確認者 所属･職名：

＜知識・技術＞

＜倫理＞

意欲的に業務に取り組む。

積極性 自分の仕事の範囲を限定することなく、積極的に取り組む。

適格性

円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

誠実な対応 相手に対し誠実な対応をする。

住民への対応 住民に対し、親切・適切な対応をする。

正確かつ模範的な業務を行う。

＜コミュニケーション＞

＜役割＞

期待される役割に留意する。

相互理解 意思疎通と相互理解を図り、促進する。

助言 経験を活かし、後輩職員への助言を行う。

＜業務遂行＞

（所見） （全体評点） （所見） （全体評点）

ノウハウの承継 蓄積したノウハウを後輩職員へ承継する。

他課とのつなぎ役 他の職員と協力的な関係を構築し、他課とのつなぎ役となる。

１次評価者　 ２次評価者

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日

【２　目標以外の業務への取組状況等】

氏名：

期首面談 １次評価者 所属･職名： 氏名： 　 １次評価記入日：

被評価者 所属： 職名：評価期間

（Ⅱ　業績評価）

【１　目標】

２次評価記入日：

確認者 所属･職名： 氏名：

期末面談 ２次評価者 所属･職名： 氏名：

確　認　日　：

１次評価者 ２次評価者

（いつまでに、何を、どの水準まで） （達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） （所見） (評点) （任意）

番号 業務内容 目標
困
難

重
要

自己申告

2 　

1

3 　 　

4 　

番号 業務内容 自己申告 １次評価者

（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

被評価者 所属： 職名： 氏名：

（所見）

【３　全体評点等】

１次評価者 ２次評価者

（所見） （全体評点） （所見） （全体評点）

被評価者 
一次評価者 二次評価者 確認者 

区分 職位 

管理職 
事務局次長 事務局長 事務局長 事務局長 

課長、参事 事務局次長 事務局長 事務局長 

監督職 課長補佐、副参事、係長 

課長 事務局次長 事務局長 一般職 主査、主任、主事 

再任用職員 専門員 

会 計 年 度 任 用 職 員 課長 － － 

 

被評価者 一次評価者 二次評価者 確認者 

会計年度任用職員 課長 － － 

主事、主任、主査、係長、副参事、

課長補佐、専門員 
課長 事務局次長 事務局長 

課長、参事 事務局次長 事務局長 事務局長 

事務局次長 事務局長 事務局長 事務局長 
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   附 則 

 この規程は、令和３年９月１日から実施する。 

 

公         告 

新潟県市町村総合事務組合教育委員会委員の退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合教育委員会委員の退任があったので、次のとおり公告する。 

   令和 3年 8月 16日 

 

                  新潟県市町村総合事務組合管理者 小 林 則 幸 

 

 退 任  遠 藤 友 春   令和３年７月 27日 

 

公 平 委 員 会 規 則 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のとおり

公布する。 

 令和 3年 8月 16日 

               新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長 勝 見 洋 人 

 

新潟県市町村総合事務組合公平委員会規則第 2号 

   新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則（平成 16年公平委員会規則第 11号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

 

14 弥 彦 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

部長 防災監 参事 課長

 公営競技事務所長 

 （略） 

 （略） 
 

別表第１（第２条関係） 

 

14 弥 彦 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

課長 公営競技事務所長 

 

 （略） 

 （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 


